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(57)【要約】
【課題】ラック間通路の出入り口となる入口扉部の上方
等に、照明器具、火災報知機や、監視カメラのようなセ
キュリティ機器等を高い自由度で取り付けることができ
るラック間通路遮へい構造を提供する。
【解決手段】複数のラック１からなるラック列を対向配
置し、ラック列間に形成されるラック間通路２に、天井
部と入口扉部４と背面部を設けて形成されたラック間通
路遮へい構造である。入口扉部４は、扉板６とこれを水
平方向へスライド可能に吊下げ支持するレール部材５と
から構成されるが、本発明ではこのレール部材５に、機
器取付用溝部を形成し、その内部に挿入したナットを利
用することによって、機器取付板１９をネジ止め可能と
した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のラックからなるラック列を対向配置し、
　該ラック列間に形成されるラック間通路に、天井部と入口扉部と該入口扉部に対向する
位置に設置された背面部を設けて形成されたラック間通路遮へい構造であって、入口扉部
又は前記背面部に連続した機器取付部を形成したことを特徴とするラック間通路遮へい構
造。
【請求項２】
　入口扉部は、扉板と該扉板を水平方向へスライド可能に吊下げ支持するレール部材とか
ら構成され、このレール部材に、連続した機器取付部を形成したことを特徴とする請求項
１に記載のラック間通路遮へい構造。
【請求項３】
　連続した機器取付部は、レール部材の側面に複数段形成されていることを特徴とする請
求項２に記載のラック間通路遮へい構造。
【請求項４】
　連続した機器取付部を機器取付用溝部として形成し、該機器取付用溝部には、機器取付
板をネジ止めするための固定部材を挿入可能としたことを特徴とする請求項１～３に記載
のラック間通路遮へい構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数のラックをラック列として対向配置し、該ラック列間に設けられた空間を
閉空間とする、床部と天井部と入口扉部と該入口扉部に対向する位置に設置された背面部
とを有するラック間通路遮へい構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、企業のＩＴ利用の急激な増加に伴って、ＩＴの電力問題が顕在化している。特に
、サーバールーム・データセンターの熱対策に伴う電力消費量が深刻化しつつある。デー
タセンター全体の電力コストの内訳を見ると、サーバーを冷却するための空調コストが、
ＩＴ機器の電力コストと同じくらいの比率を占めている。すなわち、ＩＴの電力問題解消
のためには、サーバー自体の省電力化と共に、空調効率の改善が求められている。
【０００３】
　サーバーの冷却効率を向上する技術としては、複数のラックを冷却空気吸入口が対峙す
るように向かい合わせ２列に配置し、更に当該ラック列間に形成される空間の上部に天井
部を設け、空間の前面および背面に扉や壁を設け、対面したラック列間に密閉空間を形成
し、床部に設けた冷気吹き出し口から冷気を吹き出す構造が知られている（特許文献１）
。当該密閉空間のうち、少なくとも前面部は入口扉部として構成し、内部のラックへのア
クセスを可能とすることが一般的である。
【０００４】
　このような密閉空間の天井部分には、照明器具、火災報知機や、監視カメラのようなセ
キュリティ機器等を配置する必要がある。しかし天井部は強度のないパネルにより構成さ
れているのが普通であるため、これらの機器類を直接取付けることは強度的に困難であり
、また配線の都合上からも好ましくない。
【０００５】
　そこでこれらの機器をラック自体の天井部に設置することが考えられるが、ラックの内
部にはサーバー等の電子機器が装填されているために取付け位置が制限されるという問題
があった。特に監視カメラのようなセキュリティ機器は、ラック間通路の出入り口となる
入口扉部の上方等に設置することが望まれるが、ラックの天井部に設置した場合には死角
が発生するおそれがあった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１８４０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は前記した従来の問題を解決し、ラック列間に形成されるラック間通路の
出入り口となる入口扉部の上方等に、照明器具、火災報知機や、監視カメラのようなセキ
ュリティ機器等を高い自由度で取り付けることができ、またラック列間の幅方向の中央部
にもこれらの機器を取り付けることができるラック間通路遮へい構造を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するためになされた本発明は、複数のラックからなるラック列を対向
配置し、該ラック列間に形成されるラック間通路に、天井部と入口扉部と該入口扉部に対
向する位置に設置された背面部を設けて形成されたラック間通路遮へい構造であって、入
口扉部又は前記背面部に連続した機器取付部を形成したことを特徴とするものである。な
お請求項２に記載のように、入口扉部は、扉板と該扉板を水平方向へスライド可能に吊下
げ支持するレール部材とから構成され、このレール部材に、連続した機器取付部が形成さ
れていることが好ましく、また請求項３に記載のように、連続した機器取付部は、レール
部材の側面に複数段形成されていることが好ましく、また請求項４に記載のように、連続
した機器取付部を機器取付用溝部として形成し、該機器取付用溝部には機器取付板をネジ
止めするための固定部材を挿入可能としたことが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のラック間通路遮へい構造は、入口扉部又は該入口扉部に対向する位置に設置さ
れた背面部に連続した機器取付部を形成したものであるから、照明器具、火災報知機、監
視カメラなどの各種の機器をラック間通路の出入り口となる入口扉部の上方等に容易に取
り付けることができる。また連続した機器取付部に沿って機器の取付位置を変えることが
できるので、ラック列間の幅方向の中央部にもこれらの機器を取り付けることができる。
このため監視カメラのようなセキュリティ機器を取り付けた場合にも、死角を生じないよ
うにすることができる。また請求項２のように、扉板を水平方向へスライド可能に吊下げ
支持するレール部材の側面に、連続した機器取付部を形成したものとすれば、レール部材
と機器取付部を兼用することができ生産コストを削減できるものである。なお請求項３の
ように、連続した機器取付部をレール部材の側面に複数段形成しておけば、重量のある機
器を安定した状態で固定することができる。さらに、請求項４のように、連続した機器取
付部を機器取付用溝部として形成し、該機器取付用溝部には、機器取付板をネジ止めする
ための固定部材を挿入可能としたものとすれば、機器取付用溝部に沿って機器の取付位置
を容易に変えることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態を示す全体斜視図である。
【図２】要部の断面図である。
【図３】図２の側面図である。
【図４】要部の斜視図である。
【図５】レール部材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に本発明の好ましい実施形態を説明する。
　図１に示すように、データセンター等においては、室内に複数のラック１を隣接配置し
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たラック列が対向配置されており、これらのラック列間に形成されるラック間通路２に、
床部３と天井部と入口扉部４と該入口扉部４に対向する位置に設置された背面部を設けて
ラック間通路遮へい構造が形成されている。
【００１２】
　なお図１では内部構造を示すために、天井部と前記背面部は図示されていない。従来と
同様、ラック間通路２には床下から冷却用空気が供給されており、ラック１はラック間通
路２に面する前面側から冷却用空気を吸引してサーバー等の内部機器を冷却し、背面側か
ら排熱する構造となっている。ただし場合によっては、ラック間通路２を排熱通路とし、
ラック搭載機器の向きを逆方向として閉空間に暖められた空気排出すると共に、冷気を閉
空間の外部より吸気する構造としてもよい。この場合において閉空間の排熱は天井部にダ
クトを形成し外部に排出するか、若しくはラック列を形成するラック間に冷却装置を設け
閉空間を冷却して外部に排出するものとする。
【００１３】
　また、該入口扉部に対向する位置に設置された背面部は後述する入口扉部４と同様に、
レール部材５と扉板６とより構成されるものとしてもよいが、扉板を有しない壁部材から
なるものとしてもよい。また、入口扉部４は扉板６に替えて冷気を遮るカーテン部材等で
あってもよい。
【００１４】
　入口扉部４は、ラック列端部の天井付近に水平に設けたレール部材５から扉板６をスラ
イド可能に吊下げ支持した吊り下げスライド式の扉である。レール部材５は１本レールと
してもよいが、この実施形態では左右２本のレール部材５の中央部を、ゴム等からなる制
振部材７により接続している。
【００１５】
　図２に示すように、レール部材５は下向きの溝を有する吊下用溝部８と、連続した機器
取付部として側面向きの機器取付用溝部９とが一体成形された押し出し成形品であり、取
付金具によってラック１の天井面に固定されている。この吊下用溝部８の内部には左右に
ローラ１０を備えた走行部材１１が挿入されており、走行部材１１から下方に延びる支持
部材１２の下部に扉板６の固定部材１３が設けられている。支持部材１２はねじ等によっ
て高さ調節可能な構造を備え、扉板６の吊り下げ高さの調節が行えるようになっている。
なお扉板６は、透明アクリル板やアルミニウム板等で構成された扉パネルと扉パネルの外
枠を形成する外枠フレーム１４とから構成され、外枠フレーム１４の上部に上記した固定
部材１３がねじ止めにより固定されている。
【００１６】
　機器取付用溝部９は、レール部材５の側面に複数段形成されていて、図２に示す実施形
態では機器取付用溝部９の上部と下部とにそれぞれ形成されている。これら上下の機器取
付用溝部９の内部には、機器取付板をネジ止めするための固定部材であるナット１５，１
６がそれぞれレール部材５の長手方向に移動できるように挿入されている。これらナット
１５，１６の少なくとも一方を、頭部が四角形のスライドナットとすることもできる。な
お、頭部が長方形のスライドナットを使用すれば、上下の機器取付用溝部９の中間部より
スライドナットを挿入し、取り付ける機器の数に応じてスライドナットの数を増減させる
ことができる。同様な目的で上下の機器取付用溝部９の一部にナット挿入用の切り欠き等
を形成してもよい。また、上側の機器取付用溝部９のナット１５が接触するおそれのない
奥の部分を配線用スペース１７とすることもできる。なお、上記同様の構造は下側の機器
取付用溝部９に形成してもよい。また、上下の機器取付用溝部９の間に形成される空間は
、レール部材５をラック１の上面に取り付けるためのレール取付用ねじの先端部の収納空
間とすることができる。
【００１７】
　照明器具、火災報知機、セキュリティ機器等の機器１８は、機器取付板１９の表面にね
じ止め等の適宜の手段で固着されており、この機器取付板１９の上下左右の４箇所に形成
されたねじ孔から取付ねじ２０を挿入し、前記ナット１５，１６と螺合させる。これによ
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って機器１８が固着された機器取付板１９をレール部材５の側面に取り付けることができ
る。取付ねじ２０を緩めた状態であればナット１５，１６を機器取付用溝部９の内部で自
由にスライドさせることができる。また取付ねじ２０を締め付ければ、機器１８が固着さ
れた機器取付板１９をレール部材５の側面の任意の位置に固定することができる。
【００１８】
　図４、図５に示すように、レール部材５の下部の機器取付用溝部９は吊下用溝部８より
も下方に位置させてあり、さらにその先端部２１を下方に垂下させてある。これによって
機器１８が監視カメラのような比較的重量のある機器である場合にも、比較的広い面積で
レール部材５と機器取付板１９とを当接させることができ、機器１８の重量による回転モ
ーメントを受け止め、安定した状態で固定することが可能となっている。
【００１９】
　なお上記の実施形態では機器取付用溝部９の内部にナット１５，１６を挿入したが、機
器取付用溝部９の内側のボルトの頭部を収納し、ボルトの軸部を機器取付用溝部９から側
方に突出させ、機器取付板１９をナットで固定するようにしてもよい。また機器取付用溝
部９は必ずしもレール部材５の内側の側面に形成しなくてもよく、レール部材５の下面、
上面あるいは外側の側面に形成することもできる。特にレール部材の上面や外側の側面に
機器取付用溝部を形成する場合には、機器は当然にラック間通路２の外側に設置されるも
のであり、監視カメラを設置した場合にはラックの外側の様子も監視することができる。
またそれらの場合には機器取付板１９の形状を変更すべきことはいうまでもない。
【００２０】
　また上記実施形態では、連続した機器取付部をレール部材５に設けた機器取付用溝部と
して説明したが、該機器取付部は多数の孔部が連続して形成されていて、ねじ止めやファ
スナー等の手段により機器を取り付ける構造としてもよい。また、機器取付用の溝部にカ
ーテン部材を取り付けるものとしてもよい。さらに、連続した機器取付部は扉を吊り下げ
るレール部材に設けられている必要はなく、例えば該入口扉部４に対向する位置に設置さ
れた背面部が扉板を有しない壁部材であり、該壁部材に連続した機器取付部を備えたレー
ル等を設置したものとしてもよい。
【００２１】
　ラック列間に形成した閉空間に床下空調で冷却された冷気を供給する構造としたが、ラ
ック搭載機器の向きを逆方向として閉空間に暖められた空気排出し、冷気を閉空間の外部
より吸気する構造としてもよい。この場合において閉空間の排熱は天井部にダクトを形成
し外部に排出するか、若しくはラック列を形成するラック間に冷却装置を設け閉空間を冷
却して外部に排出するものとする。
【００２２】
　このように構成された本発明のラック間通路遮へい構造によれば、入口扉部又は背面部
に連続した機器取付部を形成し照明器具、火災報知機、セキュリティ機器等の機器１８を
ラック間通路２の出入り口となる入口扉部の上方等に容易に取り付けることができる。特
に入口扉部４の扉板６をスライド可能に吊下げ支持するレール部材５に機器取付用溝部９
を形成すれば、レール部材と機器取付部を兼用することができ生産コストを削減できるも
のである。また機器の取付位置を、機器取付用溝部９に沿って変えることもできる。この
ため監視カメラのようなセキュリティ機器を取り付ける場合にも、死角を生じないように
取付け位置を決定することができる。
【符号の説明】
【００２３】
　１　ラック
　２　ラック間通路
　３　床部
　４　入口扉部
　５　レール部材
　６　扉板
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　７　制振部材
　８　吊下用溝部
　９　機器取付用溝部
１０　ローラ
１１　走行部材
１２　支持部材
１３　固定部材
１４　外枠フレーム
１５　ナット
１６　ナット
１７　配線用スペース
１８　機器
１９　機器取付板
２０　取付ねじ
２１　先端部

【図１】 【図２】
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【図５】
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